
資料５ 

「東南海、南海地震等に関する専門調査会」における

検討状況について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年７月 

「東南海・南海地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法」施行 

○ 基本計画（中央防災会議） 

○ 推進計画（指定行政機関、指定公共機

関、地方自治体等） 

○ 対策計画（民間事業者等） 

の策定

地震防災対策大綱の

（中央防災会議

平成１４年７月 

「東南海・南海地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法」制定 

平成１３年１０月 専門調査会設置
 

法に基づく推進地域の指定 

防災基本計画、地域防災計画

防災体制や防災施設等の整備により防災対策を推進 

○推進地域の指定の考え方

○推進地域を踏まえた防災

防災対策のまとめ

平成１５年４月１７日 

東南海・南海地震の被害想
別

○地震による揺れ、津波の高さ分布

○被害想定  ○防災対策のあり方

東南海、南海地震 

○歴史的に１００～１５０年間隔で繰り返し発生 

○今世紀前半にも発生の恐れが指摘 

○東海から九州にかけて広範囲に地震の揺れや津波による甚大な被害 
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東南海・南海地震に係る被害想定結果の概要 

 

○建物全壊棟数（朝５時のケース） 

揺 れ 
東海から九州にかけて強い揺れが生じる地域を中心

に、約１７万棟 

液状化 揺れの大きい地域や軟弱地盤を中心に、約９万棟 

津 波 
東海から九州にかけての太平洋沿岸を中心に、約４

万棟 

火 災 約１万棟 ～ 約５万棟 

崖崩れ 高知県等で約２万棟 

合 計 約３３万棟 ～ 約３５万棟 

 

 

○ライフライン等 

水 道 断水人口（発生直後）約 1,400 万人 

電 気 停電人口（発生直後）約 1,000 万人 

ガ ス 供給支障人口（１週間後）約３１０万人 

交通施設 

道路、鉄道等にも被害が発生し、一定期間利用困難と

なることも想定 

港湾は、特に、津波による機能低下・停止が想定 

避難生活 地震発生の１週間後には約４４０万人の避難者 

物資不足 
米は最大約２３０万 Kg、飲料水は最大約 13,000Kl、そ

の他食料、毛布、肌着等が不足 

医療対応 地域内で対応困難な重傷者は最大で約 36,000 人 

その他 

ブロック塀の倒壊やビルからの落下物等の被害 

海水浴シーズンには大勢の海水浴客が訪れ、円滑な避

難が困難な場合、甚大な被害が想定 

 

 

 

 



 

○死者数（朝５時のケース） 

 

揺れによる 

建物の全壊 
約６，５００人 

津 波※ 
 避難意識が高い場合 約３，３００人 

避難意識が低い場合 約８，６００人  

火 災 約１００人 ～ 約４００人 

崖崩れ 約１，９００人 

合 計 約１万２千人 ～ 約１万７千人 

※＜避難意識が高い場合＞北海道南西沖地震における奥尻町の場合

（避難率 71.1%） 

 ＜避難意識が低い場合＞日本海中部地震の場合（避難率 20%） 

 

 

○経済的被害（最大ケース） 

直接被害 

（個人住宅の被害、企業施設の被害、

ライフライン被害等） 

 

約４２兆円 

 

間接被害 

 生産停止による被害 

東西間幹線交通の寸断による被害 

その他全国への経済に与える影響 

約１４兆円 

約５兆円 

約１兆円 

約６兆円 

合 計 約５６兆円 

※過去の地震災害の実態を踏まえて推計。 

※人的被害及び公共土木被害は含まれていない。 

  

 

 

 



 
 

南海トラフ 

東南海・南海地震震源域 

東南海・南海地震の震度分布 



 
 
 
 

小笠原諸島

東南海・南海地震 海岸の津波の高さ分布（満潮位時）



 

建物被害の分布 

1km 四方内の全壊棟数(棟) 

 


